
 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 事業所アンケート調査 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

165 

１．事業所の概要について 

（１）業種 

問１ 貴事業所の事業の業種についてお答えください。（○は１つ） 

業種について、「卸・小売業」「医療・福祉」が各 19.2％（14社）、「サービス業」が 17.8％

（13社）、「製造業」が 11.0％（8社）、「運輸業」が 9.6％（7社）、「建設業」が 8.2％（6

社）などの順となっています。 

図１－１ 業種 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）従業員数 

問２ 貴事業所の従業員数（令和３年 11月１日現在）についてお答えください。（○は１つ） 

従業員数について、「20 人以下」が 56.2％（41 社）と半数以上を占めており、次いで

やや差があり「31～50人」15.1％（11社）となっています。 

図２－１ 従業員数 【全体】 

 

 

 

 

 

 

56.2

13.7

15.1

12.3

2.7

0.0

0% 20% 40% 60%

20 人以下

21～30 人

31～50 人

51～100 人

101 人以上

無回答

n=73

8.2

11.0

9.6

19.2

17.8

4.1

1.4

2.7

19.2

1.4

5.5

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25%

建設業

製造業

運輸業

卸・小売業

サービス業

飲食・宿泊業

金融・保険業

不動産業

医療・福祉

教育・学習支援業

その他

無回答

n=73
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（３）売上高の変化 

問３ ２年前と比較して、直近の売上高に変化はありますか。（○は１つ） 

売上高の変化については、「大幅に減少した」が 30.1％（22社）と最も高く、次いで「ほ

とんど変わらない」24.7％（18社）となっています。 

「大幅に減少した」と「やや減少した」を合わせた『減少した』は 52.0％（38社）と、

「大幅に増加した」と「やや増加した」を合わせた『増加した』の 20.5％（15 社）を大

きく上回ります。 

図３－１ 売上高の変化 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）従業員に占める女性の割合 

問４ 従業員に占める女性の割合についてお答えください。（○は１つ） 

従業員に占める女性の割合については、「20％未満」が 28.8％（21 社）で最も高く、

次いで「60～80％未満」「80％以上」がともに 20.5％（15社）となっています。 

業種別にみると、医療・福祉で女性の割合が高く、建設業、製造業、運輸業では低い傾向

にあります。 

図４－１ 従業員に占める女性の割合 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8

17.8

12.3

20.5

20.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

20％未満

20～40％未満

40～60％未満

60～80％未満

80％以上

無回答

n=73

2.7

17.8

24.7

21.9

30.1

1.4

1.4

0% 10% 20% 30% 40%

大幅に増加した

やや増加した

ほとんど変わらない

やや減少した

大幅に減少した

わからない

無回答

n=73

『増加した』 20.5％

『減少した』 52.0％
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図４－２ 従業員に占める女性の割合 【業種別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）従業員に占める正規雇用者の割合 

問５ 従業員に占める正規雇用者の割合についてお答えください。（○はそれぞれ１つ） 

従業員に占める正規雇用者の割合について、男性従業員では「80％以上」が 56.2％（41

社）であるのに対し、女性従業員では「10％未満」が 37.0％（27社）で最も高くなって

おり、女性従業員に比べて男性従業員で正規雇用の割合が高くなっています。 

図５－１ 従業員に占める正規雇用者の割合 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.8 

17.8 

1.4 

4.1 

1.4 

56.2 

1.4 

37.0

13.7

6.8

13.7

6.8

21.9

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10％未満

10～30％未満

30～50％未満

50～70％未満

70～80％未満

80％以上

無回答
男性の正規雇用の割合

女性の正規雇用の割合

ｎ=73

50.0 

50.0 

71.4 

21.4 

30.8 

50.0 

25.0 

50.0 

37.5 

14.3 

14.3 

15.4 

66.7 

28.6 

15.4 

7.1 

100.0 

25.0 

12.5 

21.4 

15.4 

33.3 

100.0 

50.0 

42.9 

14.3 

14.3 

23.1 

50.0 

50.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（ｎ=6）

製造業（ｎ=8）

運輸業（ｎ=7）

卸・小売業（ｎ=14）

サービス業（ｎ=13）

飲食・宿泊業（ｎ=3）

金融・保険業（ｎ=1）

不動産業（ｎ=2）

医療・福祉（ｎ=14）

教育・学習支援業（ｎ=1）

その他（ｎ=4）

20％未満 20～40％未満 40～60％未満

60～80％未満 80％以上 無回答ｎ=73
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２．女性活躍推進への取組について 

（１）女性従業員の起用・配属 

問６ 女性従業員の起用・配属について、どのように実施されていますか。（○は１つ） 

女性従業員の起用・配属について、「男女の区別なく幅広く起用している」が 72.6％（53

社）と群を抜いて高く、次いで「女性は、特定の職種や専門分野でのみ起用している」15.1％

（11社）となっています。 

企業規模が大きい事業所や女性管理職がいる事業所で「男女の区別なく幅広く起用してい

る」割合が高くなっています。 

図６－１ 女性従業員の起用・配属 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２ 女性従業員の起用・配属 【従業員数別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－３ 女性従業員の起用・配属 【女性管理職の割合別】 

 

 

 

 

 

 

72.6

15.1

5.5

5.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

男女の区別なく幅広く起用している

女性は、特定の職種や専門分野でのみ

起用している

女性は、補助的な業務にのみ

配属している

その他

無回答

n=73

71.0 

81.8 

6.5 14.5 

18.2 

6.5 1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50人以下（ｎ=8）

50人以上（ｎ=8）

男女の区別なく幅広く起用している
女性は、補助的な業務にのみ配属している
女性は、特定の職種や専門分野でのみ起用している
その他
無回答

ｎ=73

66.7 

80.6 

8.3 

2.8 

22.2 

8.3 

2.8 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性管理職なし（ｎ=36）

女性管理職あり（ｎ=36）

男女の区別なく幅広く起用している
女性は、補助的な業務にのみ配属している
女性は、特定の職種や専門分野でのみ起用している
その他
無回答

ｎ=73
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（２）女性の活躍推進のための取組 

問７ 貴事業所では、女性の活躍推進のために、次のような取組を行っていますか。（○はい

くつでも） 

女性の活躍推進のための取組について、「性別にかかわらず、働きやすい職場環境づくり

に取り組んでいる」が 76.7％（56 社）で最も高く、次いで「性別にかかわらず評価でき

るよう、人事考課基準を明確に定めている」が 52.1％（38 社）、「人材育成や資格取得の

ための研修などを、性別に関係なく行っている」「仕事と家庭を両立させるための制度を充

実させている」「女性の意見や要望を聞く場を設けている」がいずれも４割台で続きます。 

 

図７－１ 女性の活躍推進のための取組 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.7

52.1

46.6

45.2

43.8

12.3

12.3

8.2

2.7

5.5

1.4

0% 50% 100%

性別にかかわらず、働きやすい

職場環境づくりに取り組んでいる

性別にかかわらず評価できるよう、

人事考課基準を明確に定めている

人材育成や資格取得のための研修などを、

性別に関係なく行っている

仕事と家庭を両立させるための

制度を充実させている

女性の意見や要望を聞く場を設けている

女性の意欲や就業意識を高めるための

研修などを行っている

女性の少ない職場の環境を整備して、

女性を配置できるようにしている

男性管理職に対して、女性が活躍することの

重要性について啓発を行っている

その他

特に取り組んでいることはない

無回答

n=73
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（３）女性の活躍推進にあたっての課題 

問８ 貴事業所では、女性の活躍推進にあたって課題がありますか。※女性従業員がいない事

業所の場合は、女性従業員を雇用する際に障壁となっている課題をお選びください。（○

はいくつでも） 

女性の活躍推進にあたっての課題については、「育児、介護、家事等、家庭の事情を考慮

する必要がある」が 50.7％（37社）と半数を占めており、次いで「特に課題はない」32.9％

（24 社）、「時間外労働、深夜労働をさせにくい」20.5％（15 社）、その他の回答は 1 割

未満となっています。 

図８－１ 女性の活躍推進にあたっての課題 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.7

20.5

12.3

9.6

8.2

8.2

4.1

2.7

1.4

6.8

32.9

1.4

0% 20% 40% 60%

育児、介護、家事等、家庭の事情を

考慮する必要がある

時間外労働、深夜労働をさせにくい

男性と女性では職業意識に差がある

女性の勤続年数が平均的に短い

顧客や取引先を含め、社会一般に職業人としての

女性への信頼度が低い傾向にある

重量物の取扱いや危険有害業務について、

法制上の制約がある

中間管理職の男性や同僚の男性の意識、

理解が不十分である

女性のための職業環境の整備にコストがかかる

女性の活躍を推進する方法がわからない

その他

特に課題はない

無回答

ｎ=73
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３．女性の管理職登用について 

（１）管理職に占める女性の割合 

問９ 貴事業所の管理職（係長相当職で部下を１人以上持つ方や課長相当職以上の方）に占め

る女性の割合についてお答えください。（○は１つ） 

管理職に占める女性の割合について、「女性の管理職はいない」49.3％（36 社）が半数

を占め、次いで「１～５％未満」12.3％（9社）となっています。 

業種別では、「50％以上」は医療・福祉が 42.9％（６社）と高くなっています。「女性管

理職はいない」は卸・小売業、製造業、運輸業で７割台となっています。 

図９－１ 管理職に占める女性の割合 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９－２ 事業所の管理職に占める女性の割合 【業種別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.3

12.3

6.8

5.5

8.2

6.8

9.6

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

女性の管理職はいない

１～５％未満

５～10％未満

10～20％未満

20～30％未満

30～50％未満

50％以上

無回答

n=73

16.7 

75.0 

71.4 

78.6 

46.2 

33.3 

14.3 

100.0 

75.0 

16.7 

25.0 

28.6 

15.4 

50.0 

7.1 

16.7 

7.1 

66.7 

7.1 

16.7 

7.1 

7.7 

7.1 

33.3 

15.4 

100.0 

7.1 

7.1 

7.7 

14.3 

25.0 

7.7 

42.9 

50.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（ｎ=6）

製造業（ｎ=8）

運輸業（ｎ=7）

卸・小売業（ｎ=14）

サービス業（ｎ=13）

飲食・宿泊業（ｎ=3）

金融・保険業（ｎ=1）

不動産業（ｎ=2）

医療・福祉（ｎ=14）

教育・学習支援業（ｎ=1）

その他（ｎ=4）

女性の管理職はいない １～５％未満
５～10％未満 10～20％未満
20～30％未満 30～50％未満
50％以上 無回答

ｎ=73
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（２）女性管理職がいない理由 

問９-１ 女性管理職が少ない・または全くいないのは、どのような理由からだと思いますか。 

（○はいくつでも） 

女性管理職がいない理由について、「女性従業員が少ない、またはいないから」33.3％（20

社）が最も高く、次いで「必要な経験・判断力を有する女性がいないから」、「女性自身が管

理職になることを希望しないから」が２割台で続き、「将来管理職につく可能性のある女性

はいるが、役職につくための在籍年数を満たしていないから」が 16.7％（10 社）となっ

ています。 

図９－１－１ 女性管理職がいない理由 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.3

25.0

23.3

16.7

8.3

3.3

1.7

20.0

3.3

0% 10% 20% 30% 40%

女性従業員が少ない、またはいないから

必要な経験・判断力を有する女性がいないから

女性自身が管理職になることを希望しないから

将来管理職につく可能性のある女性はいるが、

役職につくための在籍年数を 満たしていないから

勤続年数が短く、管理職になる前に

退職してしまうから

顧客が女性管理職を良く思わないから

男性従業員が女性管理職を希望しないから

その他

無回答

n=60
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４．仕事と育児・介護の両立支援について 

（１）育児休業制度の規定 

問 10 育児休業制度が就業規則や労働協約等で規定されていますか。（○は１つ） 

育児休業制度の規定について、「育児・介護休業法で定める範囲で規定されている」が

72.6％（53社）、「育児・介護休業法で定める範囲を超えて規定されている」が 5.5％（４

社）、「規定されていない」が 19.2％（14社）となっています。 

業種別でみると、「育児・介護休業法で定める範囲を超えて規定されている」は卸・小売

業で 21.4％（3社）と他の業種に比べて高くなっています。 

企業規模の大きい事業所はすべてが「育児・介護休業法で定める範囲で規定されている」

と回答しています。 

図 10－１ 育児休業制度の規定 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※満１歳まで。特別の事情があれば２歳まで。 

図 10－２ 育児休業制度の規定 【業種別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

育児・介護休業法で

定める範囲※で

規定されている

72.6%

育児・介護休業法で

定める範囲を超えて

規定されている

5.5%

規定されていない

19.2%

無回答

2.7%
ｎ=73

50.0 

100.0 

100.0 

57.1 

84.6 

33.3 

100.0 

50.0 

57.1 

100.0 

100.0 

16.7 

21.4 

33.3 

14.3 

15.4 

66.7 

42.9 

7.1 

50.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（ｎ=6）

製造業（ｎ=8）

運輸業（ｎ=7）

卸・小売業（ｎ=14）

サービス業（ｎ=13）

飲食・宿泊業（ｎ=3）

金融・保険業（ｎ=1）

不動産業（ｎ=2）

医療・福祉（ｎ=14）

教育・学習支援業（ｎ=1）

その他（ｎ=4）

育児・介護休業法で定める範囲で規定されている
育児・介護休業法で定める範囲を超えて規定されている
規定されていない
無回答

ｎ=73
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図 10－３ 育児休業制度の規定 【従業員数別】 

 

 

 

 

 

 

（２）育児休業の対象者数 

問 11 令和２年１月１日～12月 31日の間に出産または配偶者が出産した従業員の人数をご記

入ください。（該当がない場合は「０」） 

育児休業の対象者の人数について、出産した女性従業員は、「該当なし（０人）」76.7％

（56社）が最も多く、「１人」11.0％（8社）、「２人」2.7％（2社）、「３人」1.4％（１

社）となっています。 

配偶者が出産した男性従業員は、「該当者なし（０人）」67.1％（49社）が最も多く、「１

人」12.3％（9社）、「２人」8.2％（6社）となっています。 

図 11－１育児休業の対象者 

①女性従業員                           ②男性従業員 

 

 

 

 

 

 

 

該当者なし（０人）
76.7%

１人
11.0%

２人
2.7%

３人
1.4%

無回答
8.2%

n=73

該当者なし（０人）
67.1%

１人
12.3%

２人
8.2%

３人
0.0%

無回答
12.3%

n=73

67.7 

100.0 

6.5 22.6 3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50人以下（ｎ=62）

50人以上（ｎ=11）

育児・介護休業法で定める範囲で規定されている
育児・介護休業法で定める範囲を超えて規定されている
規定されていない
無回答ｎ=73
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（３）育児休業の取得率 

問 12 そのうち、育児休業を取得した従業員の人数をご記入ください。 

上記の対象者のうち、育児休業を取得した人数の回答から取得率を算出したところ、女性

従業員は取得率が「100％」（11 社）であるのに対し、男性従業員は、取得率「0％」が

53.3％（8 社）、取得率「100％」が 33.3％（5 社）、取得率「50％」が 6.7％（１社）

であり、育児休業の取得率が女性従業員より低い傾向にあります。 

図 1２－１育児休業の取得率 

①女性従業員                            ②男性従業員 

  

 

 

 

 

 

 

 

（４）育児休業中の従業員の業務への対応 

問 13 育児休業中の従業員の業務について、どのように対応していますか。（○はいくつでも） 

育児休業中の従業員の業務への対応については、「同一職場内で業務分担」41.1％（30

社）が最も高く、次いで「パート・アルバイト等の採用」32.9％（24社）、「他部署からの

人員補充」28.8％（21社）などが続きます。 

図 13－１ 育児休業中の従業員の業務への対応 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「0%」

53.3%

「50%」

6.7%

「100%」

33.3%

無回答

6.7%

ｎ=15

「100%」

100.0%

ｎ=11

41.1

32.9

28.8

8.2

6.8

5.5

0.0

9.6

16.4

0% 20% 40% 60%

同一職場内で業務分担

パート・アルバイト等の採用

他部署からの人員補充

業務量の削減・業務の効率化

派遣社員・契約社員の活用

正規雇用の従業員の採用

業務の外注・請負の利用

その他

無回答

n=73
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（５）男性従業員の育児休業取得の課題 

問 14 男性従業員の育児休業の取得を進めていく上での課題はありますか。（○は３つまで） 

男性従業員の育児休業取得の課題について、「代替要員の確保など人員の不足」49.3％

（36社）が最も高く、次いで「特に課題はない」23.3％（17社）、「社内にロールモデル

がいない」21.9％（16社）となっています。 

図 14－１ 男性従業員の育児休業取得の課題 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）事業所における女性従業員の就労傾向 

問 15 貴事業所の正規雇用の女性従業員の就労傾向について、最も近いものをお選びください。

（○は１つ） 

事業所における女性従業員の就労傾向について、「結婚・出産を経ても、働き続けること

が一般的になっている」52.1％（38社）、「女性従業員が少ない（いない）ためわからない」

31.5％（23社）が高くなっており、「出産・子育てを機に退職する傾向にある」「結婚を機

に退職する傾向にある」がともに 6.8％（５社）となっています。 

女性管理職がいる事業所では「結婚・出産を経ても、働き続けることが一般的になってい

る」割合が高くなっています。 

図 15－１ 事業所における女性従業員の就労傾向 【全体】 

 

 

 

 

 

 

52.1

31.5

6.8

6.8

2.7

0% 20% 40% 60%

結婚・出産を経ても、働き続けることが

一般的になっている

女性従業員が少ない（いない）ためわからない

出産・子育てを機に退職する傾向にある

結婚を機に退職する傾向にある

無回答

n=73

49.3

21.9

15.1

12.3

9.6

6.8

2.7

1.4

4.1

23.3

4.1

0% 20% 40% 60%

代替要員の確保など人員の不足

社内にロールモデルがいない

男性従業員に育児休業取得の意識がない

制度の整備がされていない

所得減や昇進への影響の懸念

育児休業を取得しづらい雰囲気がある

制度等の周知・啓発

管理職の理解や意識がない

その他

特に課題はない

無回答

n=73
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図 15－２ 事業所における女性従業員の就労傾向 【女性管理職の割合別】 

  

 

 

 

 

 

（７）介護休業制度の規定 

問 16 介護休業制度が就業規則や労働協約等で規定されていますか。（○は１つ） 

介護休業制度の規定については、「育児・介護休業法で定める範囲で規定されている」が

67.1％（49社）、「育児・介護休業法で定める範囲を超えて規定されている」が 4.1％（３

社）、「規定されていない」が 23.3％（17社）となっています。 

企業規模の小さい事業所で、介護休業制度について「規定されていない」割合が高い傾向

にあります。 

図 16－１ 介護休業制度の規定 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

※対象家族１人につき通算 93 日まで、３回を上限として分割で取得可能。 

  

育児・介護休業法で

定める範囲※で

規定されている

67.1%

育児・介護休業法で

定める範囲を超えて

規定されている

4.1%

規定されていない

23.3%

無回答

5.5%

n=73

41.7 

63.9 

2.8 

11.1 

11.1 

2.8 

44.4 

19.4 2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性管理職なし（ｎ=36）

女性管理職あり（ｎ=36）

結婚・出産を経ても、働き続けることが一般的になっている
出産・子育てを機に退職する傾向にある
結婚を機に退職する傾向にある
女性従業員が少ない（いない）ためわからない
無回答

ｎ=73
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図 16－２ 介護休業制度の規定 【従業員数別】 

 

 

 

 

 

 

（８）介護離職者の有無 

問 17 令和２年１月１日～12月 31日の間に、介護を理由とした離職者はいましたか。（○は１

つ） 

介護離職者の有無については、「いない」が 86.3％（63社）、「いる」が 9.6％（７社）、

「わからない」が 2.7％（２社）となっています。 

図 17－１ 介護離職者の有無 【全体】 
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9.6%

いない

86.3%

わからない

2.7%

無回答

1.4%

n=73

66.1 

72.7 

3.2 

9.1 

24.2 

18.2 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50人以下（ｎ=62）

50人以上（ｎ=11）

育児・介護休業法で定める範囲で規定されている
育児・介護休業法で定める範囲を超えて規定されている
規定されていない
無回答ｎ=73
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（９）介護離職者の男女比 

問 17－１ 介護離職者の男女比について、割合はどちらが多いですか。（○は１つ） 

介護離職者の男女比については、「女性の方が多い」が 57.1％（４社）、「男性の方が多い」

が 28.6％（２社）、「わからない」が 14.3％（１社）となっています。 

図 17-１－１ 介護離職者の男女比 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）今後の介護離職者数の予想 

問 18 貴事業所では、従業員の介護休業・休暇の利用や介護を理由とする離職は今後どうなっ

ていくと思いますか。（○は１つ） 

今後の介護離職者数の予想について、「増えると思う」が 35.6％（26 社）で最も高く、

次いで「変わらないと思う」が 28.8％（21社）、「わからない」が 24.7％（18社）となっ

ており、「減ると思う」は 2.7％（2社）にとどまります。 

図 18－１ 今後の介護離職者数の予想 【全体】 
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28.8

2.7

24.7

8.2

0% 10% 20% 30% 40%

増えると思う

変わらないと思う

減ると思う

わからない

無回答

ｎ=73

28.6

57.1

0.0

14.3 

0.0

0% 20% 40% 60%

男性の方が多い

女性の方が多い

同じくらい

わからない

無回答

n=7
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（11）仕事と介護の両立支援に向けた取組 

問 19 貴事業所では、仕事と介護の両立支援に向けて、次のような取組を行っていますか。（○

はいくつでも） 

両立支援に向けての取組について、「介護休業・休暇利用を就業規則等で明文化している」

が 39.7％（29社）、次いで「特に取り組んでいることはない」が 38.4％（28社）となっ

ています。次いで差があり「介護に関する悩みなどを相談できる体制づくりを行っている」

19.2％（14 社）、「従業員の介護に関する実態把握を行っている」16.4％（12 社）など

が続いています。 

図 19－１ 仕事と介護の両立支援に向けた取組 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.7

19.2

16.4

11.0

6.8

0.0

38.4

8.2

0% 20% 40% 60%

介護休業・休暇利用を就業規則等で

明文化している

介護に関する悩みなどを

相談できる体制づくりを行っている

従業員の介護に関する実態把握を

行っている

介護休業や介護休暇について周知、

奨励している

在宅勤務制度やテレワークなど

柔軟な働き方を導入している

その他

特に取り組んでいることはない

無回答

n=73



 

181 

（12）育児・介護中の従業員に対する配慮 

問 20 育児・介護中の従業員に対する配慮について、制度があるものについて、育児・介護そ

れぞれについてお答えください。（育児・介護それぞれあてはまるものすべてに○） 

① 育児中の従業員への配慮や支援制度 

育児中の従業員への配慮や支援制度については、「短時間勤務制度」が 56.2％（41 社）

と最も高く、次いで「始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ」が 50.7％（37 社）、「所定

外労働の免除」が 45.2％（33社）、「家族の看護休暇制度」と「配偶者出産休暇制度」26.0％

（19社）などが続きます。 

図 20－１ 育児中の従業員への配慮や支援制度 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 介護中の従業員への配慮や支援制度 

介護中の従業員への配慮や支援制度については、「短時間勤務制度」が 46.6％（34 社）

と最も高く、次いで「始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ」が 43.8％（32 社）、「所定

外労働の免除」が 41.1％（30社）がいずれも４割台と差がなくあげられ、「退職した従業

員の再雇用制度」が 24.7％（18社）、「家族の看護休暇制度」が 21.9％（16社）などが

続きます。 

図 20－２ 介護中の従業員への配慮や支援制度 【全体】 
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26.0

26.0

21.9

21.9

19.2

8.2

26.0

0% 20% 40% 60%

短時間勤務制度
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所定外労働の免除

家族の看護休暇制度

配偶者出産休暇制度

育児休業からの復帰に向けた情報提供

退職した従業員の再雇用制度

フレックスタイム制

育児休業中の従業員への経済的支援

(費用補助や給付金への上乗せ支給等）

無回答

n=73

46.6

43.8

41.1

24.7

21.9

20.5

15.1

5.5

27.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

短時間勤務制度

始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ

所定外労働の免除

退職した従業員の再雇用制度

家族の看護休暇制度

介護休業からの復帰に向けた情報提供

フレックスタイム制

介護休業中の従業員への経済的支援

(費用補助や給付金への上乗せ支給等）

無回答

n=73
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５．テレワークについて 

（１）テレワークの導入 

問 21 貴事業所では、テレワーク（インターネット等の情報通信を利用し、在宅等で仕事を行

う勤務形態）を導入していますか。（○は１つ）※週数回等の随時テレワークも含みます。 

テレワークの導入について、「導入の予定はない」76.7％（56 社）が群を抜いて高く、

次いで「すでに導入している」17.8％（13社）となっており、テレワークの導入率は低い

傾向にあります。 

図 21－１ テレワークの導入 【全体】 

 

 

 

 

 

 

（２）テレワーク導入の時期 

問 21－１ テレワークは、新型コロナウイルス感染症の流行以前より導入・実施していました

か。（○は１つ） 

テレワーク導入の時期について、「新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに初めて

導入実施した」が 69.2％（9社）と大半を占め、「新型コロナウイルス感染症の流行以前よ

り導入・実施していた」が 15.4％（2社）となっています。 

図 21-１－１ テレワークの導入の時期 【全体】 
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今後、導入予定である

導入を検討中（検討を予定）

導入の予定はない

無回答

n=73

新型コロナウイルス

感染症の流行

以前より

導入・実施していた

15.4%

新型コロナウイルス

感染症の流行を

きっかけに初めて

導入実施した

69.2%

その他

15.4%

無回答

0.0%

ｎ=13
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（３）テレワーク導入・実施にあたっての課題 

問 22 テレワークを導入・実施するにあたっての課題はありますか。（○は３つまで） 

テレワークの導入・実施にあたっての課題について、「テレワークできる仕事がない」

47.9％（35 社）が最も高く、次いで「情報セキュリティ対策」が 17.8％（13 社）、「特

に課題はない」が 12.3％（9社）などが続きます。 

図 22－１ テレワーク導入・実施にあたっての課題 【全体】 
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テレワークできる仕事がない
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その他

特に課題はない

無回答

n=73



 

184 

６．職場における各種ハラスメントの防止について 

（１）ハラスメント等防止への取組 

問 23 貴事業所では、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等を防止するため

に、何か取り組んでいることはありますか。（○はいくつでも） 

ハラスメント等防止への取組について、「就業規則等でハラスメント防止についての方針

を明確にしている」が 42.5％（31 社）と最も高く、次いで「各種ハラスメント防止につ

いての研修・講習等を実施している」「相談窓口を設置している」が 41.1％（30社）がと

もに４割台と差がなく続き、「社内報やパンフレットの配布により啓発・周知を行っている」

が 38.4％（28社）などの順となっています。 

図 23－１ ハラスメント等防止への取組 【全体】 
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社長をはじめ企業のトップによる

メッセージを発信している

実態把握のための調査をしている

その他

特に何もしていない

無回答

n=73
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７．ＬＧＢＴＱ（性的少数者）等への対応について 

（１）事業所におけるＬＧＢＴＱ（性的少数者）等への取組 

問 24 貴事業所では、ＬＧＢＴＱ※など性的少数者の方への取組をしていますか。（○は１つ） 

ＬＧＢＴＱ（性的少数者）等への取組について、「取組はしておらず、する予定もない」

52.1％（38社）が半数を占めて最も高く、次いでやや差があり「取組を開始する予定、ま

たは取組を検討中である」が 19.2％（14社）、「すでに取組を実施、推進している」が 13.7％

（10社）、「ＬＧＢＴＱについてわからない」が 8.2％（6社）と続きます。 

図 24－１ 事業所におけるＬＧＢＴＱ（性的少数者）等への取組 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＬＧＢＴＱ（性的少数者）等の従業員への対応 

【問 24で「１．すでに取組を実施、推進している」と回答した方へおうかがいします。】 

問 24-１ ＬＧＢＴＱ等の従業員に対して、どのような対応をしていますか。（○はいくつでも） 

取組を実施している事業所に、ＬＧＢＴＱ（性的少数者）等の従業員への対応についてた

ずねたところ、「採用活動におけるＬＧＢＴＱへの配慮」が 60.0％（６社）と最も高く、次

いで「ＬＧＢＴＱについて社内規定に明記（性的指向・性自認に関する差別・ハラスメント

の禁止等）」30.0％（３社）などが続きます。 

図問 24-１－１ 事業所におけるＬＧＢＴＱ（性的少数者）等の従業員への対応 【全体】 
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無回答

ｎ=73
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0% 20% 40% 60% 80%

採用活動におけるＬＧＢＴＱへの配慮

ＬＧＢＴＱについて社内規定に明記

（性的指向･性自認に関する差別・ハラスメントの禁止等）

自分の認識する性別に基づく通称の使用を認めている

トイレや更衣室へなど職場環境への配慮

福利厚生制度の同性パートナーへの適用

その他

無回答

ｎ=10
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８．男女共同参画に関する市の施策・制度について 

（１）「男女きらきら北本いっしょにプログラム」の認知度 

問 25 北本市では、市民・団体・企業と協働して男女共同参画を推進するための「男女きらき

ら北本いっしょにプログラム(男女共同参画推進者登録制度)」を設けています。この制

度について知っていましたか。（○は１つ） 

「男女きらきら北本いっしょにプログラム」について、「制度の名前も内容も知らなかっ

た」67.1％（49社）が最も高く、次いで「聞いたことはあるが、制度の内容は知らなかっ

た」21.9％（16社）、「制度に登録している」は 1.4％（１社）にとどまります。 

女性従業員や女性の正規雇用の割合が高い事業所で、制度への登録や認知度が高い傾向が

みられます。 

図 25－１ 「男女きらきら北本いっしょにプログラム」の認知度 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25－２ 「男女きらきら北本いっしょにプログラム」の認知度【女性従業員の割合別】 
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図 25－３ 「男女きらきら北本いっしょにプログラム」の認知度【女性の正規雇用の割合別】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市・行政に期待する取組 

問 26 今後、事業所における男女共同参画を推進する上で、市・行政にどのような取組を期待

しますか。（○はいくつでも） 

市・行政に期待する取組について、「保育施設・保育サービスの充実」43.8％（32 社）

が最も高く、次いで「社会の変化や法律・制度改正に関する情報提供」37.0％（27社）が

高く、次いで「高齢者や障がい者、看護が必要な人のための施設・介護が必要な人のための

施設・介護サービスの充実」34.2％（25社）、「市内企業における取組事例やロールモデル

に関する情報提供」「男女共同参画や女性活躍推進に関する企業向けの相談体制の充実」が

ともに 20.5％（15 社）、「特に期待する取組はない」17.8％（13 社）と続き、その他の

回答は１割未満となっています。 

図 26－１ 市・行政に期待する取組 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

43.8

37.0

34.2

20.5

20.5

9.6

9.6

4.1

1.4

17.8

6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

保育施設・保育サービスの充実

社会の変化や法律・制度改正に

関する情報提供

高齢者や障がい者、看護が必要な人のための施設・

介護サービスの充実

市内企業における取組事例や

ロールモデルに関する情報提供

男女共同参画や女性活躍推進に関する

企業向けの相談体制の充実

取組を推進する企業への表彰制度

他の事業所との情報交換の場や機会の提供

取組を推進する企業への

入札参加資格審査等における加点評価

その他

特に期待する取組はない

無回答

ｎ=73

3.2 

4.8 

6.5 

19.0 

25.8 

71.4 

61.3 

4.8 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50％未満（ｎ=42）

50％以上（ｎ=31）

制度に登録している
登録はしていないが、制度の内容を知っている
聞いたことはあるが、制度の内容は知らなかった
制度の名前も内容も知らなかった
無回答

ｎ=73


